


特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

6 年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

【前年度（　令和

（第２面）

院長(廃棄物処理統括責任者)
↓

事務部財務課(産業廃棄物管理担当課長)
↓

現場管理責任者(特別管理産業廃棄物管理責任者)

 ①現状

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 特廃油

排 出 量 114.137 0.396

・形状、性質に応じた適切な処理に努めている。
・医療廃棄物と一般廃棄物の分別排出の徹底。
・部署別に20L/50L/70L容器を使い分け、排出量の抑制に努めている。

 ②計画

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 特廃油

排 出 量 114

①現状

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

感染性廃棄物はプラスチック容器および専用段ボール箱に入れ、鍵のか
かる専用の保管場所で他の廃棄物と区別して保管している。

②計画

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

0.39

上記取り組みを継続する。

現状の取り組みを継続する。



自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

6 年度）実績】

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

6 年度）実績】

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

t t

（今後実施する予定の取組 ）

【前年度（　令和

【前年度（　令和

自ら中間処理により減量する
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

（第３面）

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 再 生 利 用 を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

自 ら 熱 回 収 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

特別管理産業廃棄物の種類



自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

6 年度）実績】

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

6 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【前年度（　令和

【前年度（　令和

自 ら 埋 立 処 分
を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

（第４面）

①現状

特別管理産業廃棄物の種類

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

委託処理業者の実地確認

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 特廃油

全 処 理 委 託 量 114.137 0.396

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 114.137 0.396

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

②計画

特別管理産業廃棄物の種類

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

①現状



【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

6 年度）実績】

（今後実施する予定の取組等）

　　※事務処理欄

【前年度（　令和

令和2年からJWNETを利用中。
今後も電子マニフェスト対応業者に処理委託することにより、継続して
電子情報処理を利用する。

電子情報処理組織の使用
に関する事項

114.533 ｔ

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

排 出 量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

（第５面）

②計画

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 特廃油

全 処 理 委 託 量 114

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 114 0.39

優良処理業者の選定

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

0.39


